
12
月
４
日
か
ら
10
日
は

               

人
権
週
間
で
す

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
皆
さ
ん

の
人
権
を
守
る
た
め
の
活
動
を
、

法
務
局
と
連
携
し
な
が
ら
行
っ

て
い
ま
す
。
家
庭
・
学
校
・
職

場
・
地
域
社
会
な
ど
で
お
困
り

の
こ
と
や
悩
み
事
が
あ
れ
ば
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
 

無
料
・
秘
密
厳
守

※
 

人
権
相
談
の
日
程
に
つ
い
て
は
、

毎
月
の
広
報
誌
に
は
さ
み
込
ま
れ

て
い
る
「
市
民
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

香
美
市
の
人
権
擁
護
委
員

◆
土
佐
山
田
町
担
当

　

田
島
基
宏
／
髙
橋
明
雄
／

　

中
山
摩
寿
子
／
村
田
珠
美
／

　

中
平
麻
衣

◆
香
北
町
担
当

　

西
美
紀
／
明
石
一
郎

◆
物
部
町
担
当

　

山
中
俊
明
／
公
文
薫

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
地
方
法
務
局
香
美
支
局

☎
52
・
３
０
４
９

ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

☎
53
・
２
６
３
１

紙
の
門
松
を
配
布
し
ま
す

　

香
美
市
で
は
毎
年
、
門
松
の

柄
を
印
刷
し
た
紙
を
無
料
配
布

し
て
い
ま
す
。
今
年
は
次
の
期

間
・
場
所
で
お
渡
し
す
る
ほ
か
、

香
美
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

お
正
月
に
玄
関
に
貼
っ
て
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
配
布
期
間
】

12
月
１
日 (

月) 

～
26
日 (

金) 

【
配
布
場
所
】

香
美
市
役
所
本
庁
舎
総
合
案
内
、

ま
た
は
香
北
支
所
、
物
部
支
所
、

繁
藤
出
張
所
の
窓
口

【
問
い
合
わ
せ
先
】

総
務
課

秘
書
広
報
班

☎
53
・
３
１
１
２

高
知
広
域
都
市
計
画
の

変
更 (

案) 

の
縦
覧

　

都
市
計
画
の
変
更 (

案) 

に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま

す
。

【
都
市
計
画
の
種
類
】

高
知
広
域
都
市
計
画
下
水
道

（
香
美
市
決
定
）
の
変
更

【
縦
覧
期
間
】

12
月
５
日 (

金) 

～
19
日 (

金)

【
縦
覧
場
所
】

香
美
市
役
所
建
設
課

ま
た
は
上
下
水
道
局

【
そ
の
他
】

こ
の
計
画
に
つ
い
て
、
縦
覧
期

間
の
満
了
日
ま
で
に
、
市
長
あ

て
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

建
設
課

都
市
計
画
班

☎
53
・
３
１
１
９

上
下
水
道
局

下
水
道
工
務
係

☎
53
・
１
０
８
６

寄
付
の
お
礼

　

匿
名
希
望
の
方
よ
り
、
道
路

の
維
持
管
理
に
活
用
し
て
ほ
し

い
と
10
万
円
の
ご
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

企
画
財
政
課

企
画
調
整
班

☎
53
・
３
１
１
４

こ
う
ち
木
育
ひ
ろ
ばin

か
ほ
く

　

ク
リ
ス
マ
ス
飾
り
や
門
松
な

ど
の
季
節
を
感
じ
る
木
工
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
ほ
か
、
森
に
関

す
る
本
の
展
示
や
読
み
聞
か
せ
、

木
の
お
も
ち
ゃ
で
遊
べ
る
コ
ー

ナ
ー
な
ど
、
木
に
ふ
れ
て
楽
し

め
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
木
製
品

の
展
示
で
は
、
市
内
の
赤
ち
ゃ

ん
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る

「
か
み
ん
ぐ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ

木
の
ギ

フ
ト
」
の
製
品
も
展
示
さ
れ
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
遊
び
に
来
て
く

だ
さ
い
。

※
 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
材
料
費

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
日
時
】
12
月
21
日 (

日)

10
時
～
16
時

【
場
所
】

香
美
市
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
森
と
緑
の
会

☎
０
８
８
・
８
５
５
・
３
９
０
５

土
佐
塩
の
道
保
存
会

整
備
体
験

参
加
者
募
集

昨
年
開
催
し
、
好
評
だ
っ
た

「
土
佐
塩
の
道

整
備
体
験
」
の

第
２
回
を
開
催
し
ま
す
。

　

か
つ
て
、
物
資
を
背
負
っ
た

多
く
の
人
や
牛
馬
が
行
き
交
う

街
道
で
あ
っ
た
塩
の
道
に
は
、

丁
石
や
馬
頭
観
音
、
茶
屋
跡
な

ど
多
く
の
史
跡
が
遺
さ
れ
て
い

ま
す
。
道
中
は
樹
々
や
田
畑
に

囲
ま
れ
、
自
然
が
豊
か
で
あ
る

一
方
、
定
期
的
な
草
刈
り
や
土

砂
の
撤
去
、
傷
ん
だ
横
木
の
交

換
な
ど
、
一
年
を
通
し
て
整
備

作
業
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
土
佐

塩
の
道
保
存
会
の
活
動
や
物
部

地
域
の
自
然
環
境
に
つ
い
て
学

ん
だ
後
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
整

備
作
業
を
通
し
て
古
道
を
保
全

し
、
後
世
へ
継
承
す
る
意
義
を

体
感
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
お

昼
は
地
域
の
猟
師
さ
ん
が
獲
っ

た
鹿
肉
の
Ｂ
Ｂ
Ｑ
も
あ
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
１
月
17
日 (

土)

８
時
30
分  

集
合

15
時
30
分  

解
散 (

予
定)

【
集
合
場
所
】

奥
物
部
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

【
参
加
費
】
１
０
０
０
円

※
 

昼
食
・
保
険
・
バ
ス
代
込

【
定
員
】
25
人

※
 

定
員
に
な
り
次
第
締
切

【
持
ち
物
】

軽
作
業
が
し
や
す
い
服
装
・
帽

子
・
飲
み
物

※
 

軍
手
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
は
貸
出
あ
り

【
申
込
締
切
】

１
月
10
日 (

土)

【
申
込
方
法
】

Ｑ
Ｒ
か
ら
申
込
フ
ォ
ー
ム
に
ア

ク
セ
ス
し
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

物
部
支
所 (

近
藤)

☎
０
８
０
・
２
９
７
６
・
４
４
２
３

秦
山
公
園
遊
具
の
一
部
改
修

　

秦
山
公
園
の
大
型
遊
具
に
つ

い
て
、
一
部
改
修
を
行
う
た
め
、

次
の
期
間
は
「
健
康
遊
具
・
小

型
遊
具
・
ふ
わ
ふ
わ
ド
ー
ム
」

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

【
工
事
期
間
】

12
月
８
日
か
ら
３
カ
月
程
度

【
問
い
合
わ
せ
先
】

建
設
課

都
市
計
画
班

☎
53
・
３
１
１
９

そ
の

他

物
品
等
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
の
受
付
開
始

令
和
８
・
９
年
度
に
香
美
市

が
発
注
す
る
物
品
等
（
物
品
の

購
入
や
委
託
業
務
等
）
に
係
る

入
札
参
加
資
格
の
審
査
申
請
受

付
を
開
始
し
ま
す
。

　

今
回
か
ら
紙
で
の
申
請
手
続

は
廃
止
と
な
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
申
請
手
続
の
み
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、
香
美
市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
受
付
開
始
】
１
月
５
日 (

月)

【
問
い
合
わ
せ
先
】

管
財
課

契
約
班☎

53
・
３
１
１
３

配
食
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　

配
食
サ
ー
ビ
ス
は
、
栄
養
バ

ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を
定
期

的
に
ご
自
宅
へ
お
届
け
し
、
あ

わ
せ
て
安
否
確
認
も
行
う
サ
ー

ビ
ス
で
す
。

【
対
象
者
】

次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

①
香
美
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

　

自
分
で
食
事
の
調
理
が
で
き

　

な
い
、
ま
た
は
困
難
な
方

②
住
民
税
非
課
税
の
方

③
近
隣
に
扶
養
義
務
者
が
い
な

　

い
、
ま
た
は
い
て
も
食
事
の

　

提
供
が
受
け
ら
れ
な
い
状
況

　

に
あ
り
、
さ
ら
に
次
の
い
ず

　

れ
か
に
該
当
す
る
方

・
65
歳
以
上
の
単
身
世
帯
の
方

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

　

世
帯
に
属
す
る
方

・
重
度
心
身
障
害
者
世
帯
の
方

・
重
度
の
心
身
障
害
と
高
齢
者

　

が
同
居
す
る
世
帯
の
方

・
そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
と

　

認
め
る
方

【
負
担
額
】

普
通
食

１
食
４
０
０
円

※
 

食
事
内
容
に
よ
り
金
額
変
更
あ
り

【
申
請
方
法
】

申
請
書
と
同
意
書
を
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

提
出
す
る
か
、
高
齢
介
護
課
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
先
】

高
齢
介
護
課

社
会
長
寿
班

☎
52
・
９
２
８
０

▲ ホームページ
　 はこちら

▲ ホームページ
　 はこちら

▲ ホームページ
　 はこちら

１１ Kami
２０２５年１０月号

被災建築物の危険度判定
　被災建築物応急危険度判定は、地震で被災
した建物について、余震で倒壊するなどの危
険性について判定し、表示するものです。
　判定結果は、次の３種類のステッカーで建
物の出入口等に掲示されます。

　なお、地震発生後の建物の判定には、この
他に次のようなものもあります。これらは判
定の目的や基準がそれぞれ異なります。
◆被災度区分判定…建物の復旧対策を検討す
　る目的で、応急危険度判定後に建物の被災
　度を詳細に判定するもの。
◆住家被害認定…り災証明書を発行する目的
　で、被害程度を認定するもの。

　災害発生時にはできるだけ速やかに判定を
行う必要があります。危険度判定の目的をご
理解いただき、調査の際にはご協力をよろし
くお願いします。

被災宅地の危険度判定
　被災宅地危険度判定は、巨大地震や大雨な
どにより、宅地が広範囲に大規模な災害を受
けた場合に、宅地の被害状況や危険性につい
て判定し、表示するものです。
　判定結果は、次の３種類のステッカーで現
地の見やすい場所に掲示されます。

　巨大地震などにより、宅地や建築物が被災
した場合に、被害状況を把握するとともに、
住民へ情報を提供し、２次災害の防止・軽減
を図ろうとする制度があります。
【問い合わせ先】建設課　☎５３－３１１９

調査済（緑色）要注意（黄色）危険（赤色）

調査済（青色）要注意（黄色）危険（赤色）

被災した宅地や建築物の

危険を知らせるサイン

１４Kami
２０２５年１２月号

▲ 申込フォーム
　 はこちら
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ー


